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引越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに!

　入学・就職・転勤などによる引越しで住所の異動をする人は、住民票
の異動の届出をしてください。

●他の市区町村に転出する場合

引越し前の市区町村 引越し先の市区町村

（転出前に）転出届
を提出し、転出証
明書を受け取る

（転入した日から14
日以内に）転出証明
書を添えて転入届
を提出する

　マイナンバーの
「通知カード」、「マイ
ナンバーカード」の
住所変更の届出も
お忘れなく!


